
総務委員長報告 

令和５年１２月１９日 

 

今期定例会において、総務委員会に付託されました議案６件について、

その審査の経過と結果をご報告申し上げます。 

 

まず、議案第 122 号  

西都市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について 

であります。 

 本案は、令和 6年 1月分から同年 3月分までの市長給与を減額するため、

所要の整備を行おうとするものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、採決の結果、賛成多数をもって原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

次に、議案第 126 号  

西都市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について 

であります。 

 本案は、移動端末設備への電子証明書搭載による印鑑登録証明書の交付

申請を可能とするため、所要の整備を行おうとするものであります。  

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、議案第 131 号 西都市火災予防条例の一部改正について 

であります。 

 本案は、消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並び

に対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令

の一部改正に伴い、所要の整備を行おうとするものであります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

次に、議案第 142 号  

令和 5 年度西都市一般会計予算補正（第 7 号）について 

本委員会に付託をされた部分についてであります。 

歳入について主なものは、国庫支出金 2 億 6,415 万 5 千円、 

寄附金 4 億 11 万 3 千円を増額補正する予算などが計上されております。 

歳出について主なものは、総務費にふるさと納税推進事業費などが計上

されております。 



本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

なお、審査の過程において、ある委員より 

「ふるさと納税に関して、寄附額の進捗状況は順調であるとのことでその取

り組みを高く評価したい。引き続き目標を達成出来るよう鋭意取り組んでい

ただきたい」 

との意見・要望がなされました。 

 

 

次に、議案第 152 号  

西都市学習等供用施設の指定管理者の指定について 

であります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

 

次に、議案第 158 号  

令和 5 年度西都市一般会計予算補正（第 8 号）について 

本委員会に付託をされた部分についてであります。 

歳入について主なものは、国庫支出金 2 億 4,981 万円などが計上されて

おります。 

本案につきましては、種々質疑の後、別段異議なく、採決の結果、全会

一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 

  

以上で報告を終わります。 

よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 


